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2

議会だより

（第２回定例会　６月議会）

審議の概要

６
月
定
例
会
の
概
要

　
平
成
23
年
第
２
回
定
例
会
を
、
平

成
23
年
６
月
20
日
か
ら
平
成
23
年
６

月
27
日
ま
で
の
８
日
間
の
日
程
で
開

催
し
ま
し
た
。

　

影
治
町
長
よ
り
３
月
議
会
以
降
の

町
政
の
動
き
、
懸
案
事
項
の
進
捗
状

況
等
及
び
今
定
例
会
に
提
案
さ
れ
て

い
る
報
告
６
件
、
専
決
議
案
11
件
、

条
例
議
案
１
件
、
補
正
予
算
議
案
５

件
、
人
事
案
件
２
件
に
つ
い
て
提
案

理
由
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
を
７
氏
が
町
政
全
般
に

つ
い
て
行
い
ま
し
た
。

議
案
の
内
容

【
報
告
議
案
】
６
件

◆
報
告
第
２
号　
議
会
の
委
任
に
よ

る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

◆
専
決
第
２
号　
美
波
町
公
共
下
水

道
根
幹
的
施
設
の
建
設
工
事
委
託

に
関
す
る
協
定
の
一
部
を
変
更
す

る
協
定
の
締
結
に
つ
い
て

◆
報
告
第
３
号　
議
会
の
委
任
に
よ

る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

◆
専
決
第
３
号　
玉
厨
子
伊
儀
谷
線

舗
装
工
事
変
更
請
負
契
約
の
締
結

に
つ
い
て

◆
報
告
第
４
号　
議
会
の
委
任
に
よ

る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

◆
専
決
第
４
号　
志
和
岐
地
区
漁
業

集
落
排
水
事
業
終
末
処
理
場
新
設

工
事
変
更
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

◆
報
告
第
５
号　
議
会
の
委
任
に
よ

る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

◆
専
決
第
５
号　
志
和
岐
地
区
漁
業

集
落
排
水
事
業
終
末
処
理
場
新
設

工
事
変
更
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て

◆
報
告
第
６
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越

計
算
書
に
つ
い
て

◆
報
告
第
７
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
一
般
会
計
事
故
繰
越
し
繰
越

計
算
書
に
つ
い
て

【
専
決
議
案
】
11
件

◆
議
案
第
44
号　
専
決
処
分
報
告
に

つ
い
て

◆
専
決
第
６
号　
美
波
町
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
（
条
例
第
12
号
）

◆
専
決
第
７
号　
美
波
町
国
民
健
康

保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　
（
条
例
第
13
号
）

◆
専
決
第
８
号　
美
波
町
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ホ
ー
ル
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
条
例
第
14
号
）

◆
専
決
第
９
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
一
般
会
計
補
正
予
算

	
	

（
第
７
号
）

◆
専
決
第
10
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算	

（
第
５
号
）

◆
専
決
第
11
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算	

（
第
２
号
）

◆
専
決
第
12
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
漁
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算	

（
第
２
号
）

◆
専
決
第
13
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算	

（
第
３
号
）	

◆
専
決
第
14
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
国
民
健
康
保
険
阿
部
診
療
所

特
別
会
計
補
正
予
算	

（
第
２
号
）	

◆
専
決
第
15
号　
平
成
22
年
度　

美

波
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算	

（
第
３
号
）

◆
専
決
第
16
号　
平
成
23
年
度　

美

波
町
一
般
会
計
補
正
予
算

	
	

（
第
１
号
）

【
条
例
議
案
】
１
件

◆
議
案
第
45
号　
美
波
町
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て	

（
条
例
第
15
号
）

【
補
正
予
算
議
案
】
５
件

◆
議
案
第
46
号　
平
成
23
年
度　

美

波
町
一
般
会
計
補
正
予
算

	
	

（
第
２
号
）

◆
議
案
第
47
号　
平
成
23
年
度　

美

波
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算	

（
第
１
号
）

◆
議
案
第
48
号　
平
成
23
年
度　

美

波
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算	

（
第
１
号
）

◆
議
案
第
49
号　
平
成
23
年
度　

美

波
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

	
	

（
第
１
号
）

◆
議
案
第
50
号　
平
成
23
年
度		

美

波
町
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算

	
	

（
第
１
号
）

【
人
事
議
案
】
２
件

◆
議
案
第
51
号　
美
波
町
教
育
委
員

会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て	

◆
議
案
第
52
号　
人
権
擁
護
委
員
の

推
薦
に
つ
き
議
会
の
意
見
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て

◆
発
議
第
３
号　
美
波
町
議
会
議
員

政
治
倫
理
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

意
　
見
　
書

◆
発
議
第
４
号　
国
民
健
康
保
険
に

対
す
る
国
庫
負
担
の
増
額
を
求
め

る
意
見
書

◆
発
議
第
５
号　
本
四
国
速
を
含
む

高
速
道
路
の
通
行
料
金
等
に
関
す

る
意
見
書
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一
般
質
問

寺下議員

1
防
災
意
識
向
上
の

た
め
の
町
づ
く
り

質　
問

①
本
町
の
自
主
防
災
組
織
は
、

周
知
が
出
来
て
い
な
い
よ
う

に
感
じ
る
。
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る
の

か
。
町
の
考
え
や
今
後
の
対

策
は
。

②
「
危
機
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
仮
称
）」
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。

③
こ
れ
か
ら
の
防
災
教
育
の
主

役
は
小
・
中
学
生
で
あ
り
、

リ
ー
ダ
ー
の
育
成
は
重
要
課

題
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う

か
。

●
武
田
消
防
防
災
課
長

①
平
成
22
年
度
末
で
町
内
す
べ

て
の
地
区
で
自
主
防
災
組
織

が
結
成
さ
れ
、
４
月
28
日
に

美
波
町
自
主
防
災
会
連
合
会

が
設
立
さ
れ
た
。
活
動
内
容

は
、
避
難
所
や
避
難
路
の
日

常
の
点
検
整
備
、
草
刈
り
、

定
期
的
な
避
難
訓
練
、
災

害
時
の
食
料
や
毛
布
の
備

蓄
、
災
害
弱
者
等
の
把
握
な

ど
。
各
自
主
防
災
組
織
に
は
、

現
状
で
の
避
難
場
所
・
避
難

経
路
の
見
直
し
を
お
願
い
し

て
い
る
。
町
と
し
て
は
、
防

災
意
識
の
向
上
・
普
及
啓
発
・

防
災
訓
練
等
を
実
施
し
て
い

き
た
い
。

●
影
治
町
長

①
自
主
防
災
組
織
の
活
動
の
充

実
の
た
め
に
、
実
効
性
の
上

が
る
内
容
に
関
し
、
補
助
制

度
も
今
後
作
り
た
い
。

②
「
危
機
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
仮
称
）」
は
、
東
海
・
東
南

海
・
南
海
の
三
連
動
地
震
津

波
に
備
え
、
被
害
を
最
小
限

に
抑
え
る
た
め
に
ス
ピ
ー
ド

感
を
持
っ
て
重
点
的
に
取
り

組
む
た
め
の
全
庁
的
な
組
織

で
あ
る
。
７
月
に
は
要
綱
で

設
置
し
た
い
。
危
機
管
理
を

統
括
す
る
長
と
な
る
者
を
お

き
、
そ
の
下
に
20
名
の
課
長

会
（
全
課
室
長
）、
そ
の
下

に
専
門
部
会
（
全
職
員
）
を

お
く
。
自
主
防
災
会
連
合
会

か
ら
の
意
見
や
提
案
も
く
み

上
げ
、
連
携
の
強
化
を
図
る
。

●
寺
内
教
育
長

③
小
・
中
と
も
に
、
総
合
学
習

の
時
間
や
教
科
の
学
習
に
関

連
し
て
実
施
し
、
地
域
を
知

る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
防

災
施
設
見
学
や
体
験
学
習
等

も
行
っ
て
い
る
。
避
難
訓
練

に
つ
い
て
も
、
保
護
者
や
地

域
の
方
々
の
指
導
を
受
け
、

避
難
場
所
の
見
直
し
を
し
て

い
る
。
ま
ず
は
、
地
震
か
ら

身
を
守
り
、
津
波
か
ら
命
を

守
る
こ
と
を
教
育
の
中
心
に

考
え
て
い
る
。

2
学
校
教
育

質　
問

①
新
学
習
指
導
要
領
の
完
全
実

施
に
よ
る
、
現
場
の
負
担
増

は
ど
の
よ
う
な
状
況
か
。

②
発
達
障
害
は
近
年
研
究
が
深

ま
る
に
つ
れ
、
適
切
な
対
応

が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
本

町
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん

で
い
る
の
か
。

③
ふ
る
さ
と
に
誇
り
を
持
つ
子

ど
も
た
ち
の
育
成
に
つ
な
が

る
「
ふ
る
さ
と
学
習
」
を
充

実
さ
せ
て
は
ど
う
か
。

●
寺
内
教
育
長

①
学
習
内
容
の
増
加
に
伴
い
、

標
準
授
業
時
間
数
も
増
加
し

て
い
る
が
、
教
育
現
場
で
は

行
事
の
精
選
や
始
業
式
・
終

業
式
に
も
授
業
を
す
る
な
ど

し
て
授
業
時
数
を
確
保
し
て

い
る
。
今
ま
で
以
上
に
、
授

業
準
備
と
か
教
材
研
究
に
時

間
が
か
か
る
そ
う
だ
が
、
教

材
・
教
具
を
工
夫
し
、
効
率

よ
く
分
か
り
や
す
く
指
導
で

き
る
よ
う
努
力
を
し
て
い
る

と
聞
い
て
い
る
。

②
支
援
を
要
す
る
乳
幼
児
・
児

童
・
生
徒
及
び
そ
の
保
護
者

に
対
す
る
支
援
体
制
の
整
備

促
進
を
図
る
た
め
「
美
波
町

特
別
支
援
連
携
協
議
会
」
を

設
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
就

学
指
導
委
員
会
を
校
内
と
町

に
設
け
、
発
達
障
害
児
童
・

生
徒
の
就
学
に
つ
い
て
検
討

し
、
特
別
支
援
学
校
の
巡
回

相
談
員
や
特
別
支
援
教
育
巡

回
相
談
員
の
指
導
を
求
め
た

り
、
通
常
学
級
に
お
い
て
は

チ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
で
の

学
習
援
助
を
行
っ
て
い
る
。

③
ふ
る
さ
と
学
習
に
つ
い
て

は
、
自
分
の
町
を
好
き
に
な

る
、
感
謝
す
る
と
い
う
意
識

が
、
誇
り
に
結
び
つ
く
と
考

え
て
い
る
。
作
為
的
に
植
え

つ
け
る
の
で
は
な
く
、
子
ど

も
た
ち
を
取
り
巻
く
大
人
た

ち
の
意
識
が
そ
う
で
あ
れ
ば
、

自
然
と
子
ど
も
た
ち
も
そ
う

な
る
と
思
う
。
地
域
を
知
る

学
習
は
今
後
も
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
。
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議会だより

向山議員

1
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
め
ざ
し
て

質　
問

　

東
日
本
で
は
３
月
11
日
に
発

生
し
た
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・

復
興
に
向
け
て
国
を
あ
げ
て
必

死
の
活
動
を
続
け
て
い
る
が
、

①
本
町
で
は
、
今
後
の
南
海
・

東
南
海
地
震
対
策
と
し
て
近

い
将
来
、
中
期
、
長
期
に
お

け
る
ソ
フ
ト
面
、
ハ
ー
ド
面

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
計
画

や
方
針
、
ま
た
そ
の
構
想
を

も
っ
て
い
る
か
。

②
低
地
に
あ
る
保
育
所
、
保
育

園
、
病
院
に
つ
い
て
は
ど
う

考
え
て
い
る
か
。

●
影
治
町
長

　

近
い
将
来
発
生
す
る
と
言
わ

れ
て
い
る
東
海
・
東
南
海
・
南

海
の
三
連
動
の
巨
大
地
震
・
津

波
に
対
し
防
災
・
減
災
対
策
を

今
後
の
最
重
要
課
題
と
し
て
、

危
機
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立

ち
上
げ
検
討
す
る
。
地
震
・
津

波
対
策
に
は
自
助
、
共
助
、
公

助
の
精
神
の
も
と
、
地
域
の
総

合
的
な
防
災
力
の
向
上
が
必
要

で
あ
る
が
、

①
自
主
避
難
の
徹
底
に
取
り
組

み
、
自
主
防
災
組
織
の
育
成
、

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ソ
フ

ト
面
で
は
、
避
難
場
所
の
調

査
、
避
難
訓
練
の
実
施
、
非

常
食
の
備
蓄
、
防
災
啓
発
等

を
、
ハ
ー
ド
面
で
は
木
造
住

宅
の
耐
震
化
、
耐
震
診
断
、

耐
震
改
修
、
避
難
路
の
整
備
、

中
長
期
的
に
は
防
災
倉
庫
の

整
備
や
防
災
無
線
の
デ
ジ
タ

ル
化
、
防
災
拠
点
施
設
の
整

備
等
を
考
え
て
い
る
。

②
保
育
所
、
保
育
園
、
病
院
に

つ
い
て
は
、
日
常
生
活
の
利

便
性
も
考
慮
の
上
、
施
設
の

あ
り
方
や
避
難
場
所
を
早
期

に
検
討
し
て
安
全
・
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
く
。

2
町
職
員
の
能
力
を
地
域

に
生
か
す
ま
ち
づ
く
り

質　
問

　

美
波
町
の
各
地
域
は
過
疎
高

齢
化
や
若
者
の
流
出
に
よ
り
地

域
の
社
会
機
能
も
低
下
し
て
お

り
、
こ
の
現
状
か
ら
町
を
元
気

に
す
る
に
は
、
町
内
の
小
さ
な

地
域
が
元
気
を
取
り
戻
し
そ
の

地
域
同
士
が
連
携
、
切
磋
琢
磨

し
町
を
盛
り
上
げ
て
行
く
こ
と

が
必
要
だ
と
考
え
る
。

　

町
職
員
は
、
町
民
の
福
祉
の

向
上
の
た
め
各
分
野
に
お
い
て

そ
の
職
務
を
遂
行
し
、
そ
の
職地域担当職員の活動のようす（旧由岐町）

務
経
験
か
ら
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ

を
身
に
つ
け
て
お
り
地
域
に

と
っ
て
は
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。

旧
由
岐
町
が
行
っ
て
い
た
地
域

担
当
職
員
制
度
な
ど
、
職
員
の

能
力
を
地
域
に
生
か
す
政
策
を

展
開
で
き
な
い
か
。

●
礒
野
総
務
企
画
課
長

　

旧
由
岐
町
が
行
っ
て
い
た
地

域
担
当
職
員
制
度
は
地
域
づ
く

り
に
貢
献
し
た
地
区
が
あ
る
反

面
、
地
区
の
温
度
差
や
実
情
の

違
い
に
よ
り
、
そ
う
で
な
か
っ

た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

地
域
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
地
域

に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

維
持
が
図
ら
れ
て
い
て
、
地
域

担
当
職
員
制
度
の
導
入
が
有
効

で
あ
る
か
は
、
疑
問
に
思
わ
れ

る
。
職
員
も
地
域
の
一
員
と
し

て
何
ら
か
の
形
で
地
域
に
関
わ

り
、
地
域
を
担
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
、
一
町
民
と
し
て
公
平
な

立
場
で
地
域
の
課
題
解
決
が
出

来
る
よ
う
に
町
と
し
て
後
押
し

し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
地
域

と
行
政
の
あ
り
方
な
ど
も
検
討

し
て
い
き
た
い
。



議会だより

5

山本議員

1
震
災
対
策

質　
問

①
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
と
、

取
り
組
み
に
つ
い
て
。

②
日
和
佐
川
南
岸
・
北
岸
側
に

各
一
ヶ
所
、
高
台
に
中
核
と

な
る
避
難
所
と
し
て
の
候
補

地
の
選
定
を
急
ぐ
べ
き
で
は

な
い
か
。

③
幹
部
級
職
員
に
よ
る
対
応
対

策
会
議
の
必
要
性
に
つ
い
て
。

④
自
主
防
災
連
合
会
の
位
置
づ

け
に
つ
い
て
。

⑤
都
市
計
画
道
路（
３
・６
・９
）

日
和
佐
浦
東
線
の
、
避
難
路

と
し
て
の
今
後
の
計
画
は
ど

う
か
。

●
武
田
消
防
防
災
課
長

①
東
日
本
大
震
災
の
想
定
外
の

被
害
を
受
け
、
今
後
設
置
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
危
機
管

理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
問
題

点
・
課
題
等
を
検
討
し
、
国
・

県
の
想
定
の
見
直
し
も
踏
ま

え
、
地
域
防
災
計
画
の
見
直

し
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

②
津
波
が
発
生
し
た
場
合
、
現

在
南
岸
・
北
岸
に
人
が
集
中

し
て
お
り
、
住
民
が
避
難
出

来
る
高
台
の
避
難
所
が
必
要

と
考
え
ら
れ
る
。
規
模
設
備

の
検
討
、
時
間
・
費
用
も
必

要
で
あ
り
、
危
機
管
理
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
早
期
に
検
討
し

て
い
く
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

③
防
災
・
減
災
対
策
に
取
り
組

む
た
め
の
組
織
と
し
て
、
危

機
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
早

期
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

④
住
民
と
行
政
が
一

体
と
な
り
、
自
主

防
災
活
動
が
出
来

る
よ
う
、
連
合
会

と
共
に
防
災
意
識

の
向
上
・
普
及
・

啓
発
を
実
施
し
て
、

連
合
会
か
ら
の
検

討
も
反
映
し
て
い

き
、
行
政
と
の
調

整
の
場
と
し
た
い
。

⑤
日
和
佐
浦
地
区
に

は
、
地
震
・
津
波

以
外
の
防
災
・
減

災
の
観
点
か
ら
も

南
北
方
向
の
幹
線

道
路
の
必
要
性
は
考
え
ら
れ

る
。
現
在
、
都
市
計
画
道
路

の
見
直
し
を
行
う
中
で
、
平

成
23
年
度
中
に
、
町
の
方
向

性
を
策
定
し
て
か
ら
、
地
区

ご
と
の
説
明
会
に
入
っ
て
い

く
予
定
と
し
て
い
る
。

2
公
共
施
設
避
難
計
画
・

課
題

質　
問

①
日
和
佐
小
学
校
の
避
難
訓
練

の
課
題
と
検
証
。

②
日
和
佐
・
由
岐
病
院
の
避
難

計
画
と
課
題
。

●
海
司
学
校
教
育
課
長

①
現
在
の
避
難
ル
ー
ト
は
、
海

岸
の
方
へ
向
う
と
言
う
こ
と
、

非
常
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
、

塀
の
倒
壊
・
橋
の
崩
壊
が
考

え
ら
れ
る
た
め
、
短
時
間
で

の
新
た
な
避
難
ル
ー
ト
を
検

討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、

校
外
高
台
を
考
え
て
い
る
。

●
岡
本
日
和
佐
病
院
事
務
局
長

②
両
病
院
と
も
施
設
外
へ
の
避

日 和 佐 浦 東 線

避難訓練（日和佐小学校）

難
は
困
難
で
あ
り
、
建
物
の

２
階
・
３
階
・
屋
上
へ
と
避

難
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

階
段
を
利
用
し
て
の
避
難
に

な
る
と
予
想
さ
れ
、
患
者
１

人
に
３
人
の
職
員
が
最
低
必

要
で
あ
り
、
迅
速
な
避
難
が

可
能
か
大
き
な
課
題
で
あ
り
、

大
津
波
被
害
を
想
定
し
た
場

合
は
、
施
設
を
高
台
へ
移
転

す
る
し
か
選
択
肢
は
な
い
も

の
と
考
え
て
い
る
。
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影山議員

1
防
災
対
策

質　
問

①
今
回
の
東
日
本
大
震
災
の
教

訓
を
受
け
、
美
波
町
と
し
て

ど
の
よ
う
な
見
直
し
が
は
か

ら
れ
て
い
る
の
か
。

避
難
場
所
・
避
難
ル
ー
ト
等

の
見
直
し
は
。

幼
保
・
学
校
・
病
院
等
、
公

共
施
設
の
安
全
対
策
は
。
日

和
佐
小
学
校
の
裏
山
に
避
難

所
を
設
備
し
て
は
ど
う
か
。

庁
舎
内
の
戸
籍
と
住
民
情
報
、

重
要
書
類
の
保
管
は
ど
う
か
。

②
震
災
時
は
、
何
よ
り
も
逃
げ

る
こ
と
が
重
要
で
、
緊
急
情

報
を
い
ち
早
く
周
知
す
る
手

段
が
大
事
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
情
報
提
供
の
手
段
は
。

ま
た
、
幼
保
・
学
校
・
病
院

等
に「
地
震
探
知
機
」や「
緊

急
地
震
速
報
の
受
信
機
」
を

設
置
し
て
は
ど
う
か
。

③
三
連
動
地
震
に
備
え
る
た
め

の
避
難
施
設
の
整
備
や
物
資

の
備
蓄
は
ど
う
か
。

●
武
田
消
防
防
災
課
長

①
現
在
、
各
自
主
防
災
組
織
で

避
難
場
所
・
避
難
経
路
の
再

確
認
・
点
検
を
行
い
、
現
状

で
の
各
地
域
ご
と
の
避
難
場

所
・
避
難
経
路
の
見
直
し
を

進
め
て
い
る
。

日
和
佐
幼
稚
園
・
保
育
園
に

つ
い
て
は
、
今
後
、
幼
保
一

体
化
施
設
の
移
転
改
築
に
向

け
て
の
基
本
構
想
の
策
定
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
ま

た
、
由
岐
・
木
岐
・
阿
部
各

保
育
園
、
町
内
の
小
中
学
校

は
全
て
耐
震
化
は
で
き
て
お

り
、
地
震
に
対
し
て
は
あ
る

程
度
の
安
全
は
確
保
出
来
て

い
る
。

日
和
佐
・
由
岐
両
病
院
は
と

も
に
老
朽
化
し
て
お
り
、
立

地
条
件
も
悪
く
、
耐
震
化
も

出
来
て
い
な
い
。
今
後
、
病

院
事
業
の
あ
り
方
検
討
委
員

会
で
出
さ
れ
る
答
申
に
基
づ

き
、
建
設
場
所
等
に
つ
い
て

は
津
波
対
策
も
十
分
考
慮
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

耐
震
化
の
出
来
て
い
な
い
施

設
で
、
特
に
避
難
場
所
等
に

指
定
さ
れ
て
い
る
公
共
施
設

等
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
に

耐
震
化
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

津
波
対
策
と
し
て
は
、
各
施

設
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
に
津
波

避
難
訓
練
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
今
後
と
も
防
災
教
育
の

充
実
と
防
災
意
識
の
高
揚
を

図
っ
て
い
き
た
い
。

日
和
佐
小
学
校
の
裏
山
を
避

難
所
と
し
て
整
備
す
る
こ
と

は
、
避
難
経
路
の
確
保
の
問

題
、
ま
た
、
地
権
者
と
の
協

議
も
必
要
で
あ
る
が
、
地
域

住
民
も
利
用
可
能
な
避
難
場

所
に
も
な
る
と
思
う
の
で
、

今
後
検
討
し
て
い
く
べ
き
こ

と
だ
と
考
え
て
い
る
。

②
住
民
へ
の
地
震
・
津
波
情
報

の
周
知
方
法
は
、
全
国
瞬
時

警
報
シ
ス
テ
ム
が
３
月
31
日

に
竣
工
し
て
い
る
。
こ
の
シ

ス
テ
ム
は
緊
急
地
震
速
報
や

津
波
警
報
な
ど
、
国
が
発
信

す
る
情
報
を
受
信
し
、
各
家

庭
に
設
置
さ
れ
て
い
る
告
知

放
送
端
末
を
自
動
起
動
さ
せ
、

緊
急
放
送
す
る
も
の
で
あ
り
、

７
月
か
ら
運
用
を
開
始
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

③
こ
れ
ま
で
も
南
海
・
東
南
海

地
震
に
備
え
、
津
波
避
難
タ

ワ
ー
の
整
備
、
公
民
館
の
耐

震
化
や
外
部
階
段
の
設
置
等

を
行
っ
て
い
る
。
備
蓄
倉
庫

等
で
非
常
食
や
毛
布
等
の
備

蓄
も
し
て
い
る
。
本
年
度
も

当
初
予
算
で
計
上
し
、
備
蓄

倉
庫
に
４
０
０
食
、
由
岐
支

所
に
２
０
０
食
を
配
備
し

た
。
今
後
も
計
画
的
に
備
蓄

し
、
連
動
地
震
に
備
え
る
た

め
、
危
機
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

●
礒
野
総
務
企
画
課
長

①
戸
籍
・
住
民
基
本
台
帳
関
係
、

印
鑑
登
録
・
税
金
・
介
護
保

険
等
は
、
現
在
す
べ
て
デ
ー

タ
化
さ
れ
て
お
り
、
役
場
2

階
電
算
室
に
サ
ー
バ
ー
を
設

置
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
役

場
内
で
の
保
管
が
必
ず
し
も

安
全
で
な
い
と
い
う
場
合
も

考
え
ら
れ
る
の
で
、
外
部
で

の
保
管
を
現
在
検
討
し
て
い

る
。
今
回
の
震
災
を
受
け
、

各
担
当
課
に
お
い
て
そ
の
保

管
方
法
に
つ
い
て
再
度
見
直

し
、
保
管
場
所
の
変
更
を
行

い
、
新
た
に
デ
ー
タ
化
を
す

る
べ
き
書
類
等
に
つ
い
て
も

検
討
を
行
っ
て
い
る
。

●
鈴
木
建
設
課
長

①
日
和
佐
小
学
校
裏
山
の
避
難

に
関
し
て
は
、
県
の
急
傾
斜

事
業
と
し
て
要
望
し
て
い
き

た
い
。

●
海
司
学
校
教
育
課
長

②
告
知
端
末
は
、各
小
中
学
校
・

幼
稚
園
・
保
育
所
に
設
置
さ

れ
て
い
る
。

●
木
本
由
岐
病
院
事
務
長

②
告
知
端
末
は
、
両
病
院
と
も

に
設
備
し
て
お
り
、
緊
急
地

震
速
報
は
受
信
で
き
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。

●
影
治
町
長

①
避
難
場
所
の
変
更
は
、
日
和

佐
高
校
跡
地
に
、
い
わ
ゆ
る

避
難
ビ
ル
的
な
施
設
も
考
え

ら
れ
、
今
後
い
ろ
い
ろ
な
視

点
を
含
め
な
が
ら
早
急
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
。

2
赤
松
小
学
校
の
跡
地
利
用

質　
問

　

赤
松
地
域
づ
く
り
推
進
協
議

会
を
立
ち
上
げ
、
協
議
し
、
町

へ
提
案
を
し
て
も
、
い
ま
だ
方

向
性
が
決
ま
ら
な
い
。

①
町
は
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
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も
っ
て
い
る
の
か
。

②
地
震
・
津
波
に
備
え
る
た
め
、

町
民
の
避
難
所
、
物
資
な
ど

の
備
蓄
施
設
と
し
て
の
利
用

は
ど
う
か
。

●
礒
野
総
務
企
画
課
長

①
地
元
の
意
思
を
最
大
限
に
尊

岩瀬議員

1
町
内
の
経
済
活
性
化

質　
問

①
町
内
の
経
済
活
性
化
、
雇
用

機
会
の
拡
大
と
い
っ
た
観
点

か
ら
、
町
内
で
行
わ
れ
る
公

共
事
業
に
地
元
業
者
を
活
用

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た

資
材
物
品
等
を
購
入
す
る
場

合
も
町
内
の
業
者
か
ら
購
入

す
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
何

割
以
上
は
町
内
と
い
っ
た
よ

う
な
契
約
状
況
に
す
る
と
か
、

指
導
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
か
。

②
孫
請
け
の
地
元
業
者
に
お
金

が
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の

無
い
よ
う
に
、
契
約
時
か
指

名
の
時
も
必
ず
元
受
業
者
が

最
終
金
額
を
支
払
う
と
い
う

よ
う
な
契
約
の
方
法
は
で
き

な
い
の
か
。

●
鈴
木
建
設
課
長

①
町
工
事
の
業
者
選
定
に
つ
い

て
は
「
美
波
町
請
負
業
者
選

定
要
綱
」
に
よ
り
建
設
工
事

審
査
委
員
会
に
お
い
て
選
定

し
て
い
る
。
審
査
は
、
入
札

参
加
資
格
業
者
名
簿
か
ら
選

定
し
、
等
級
別
発
注
標
準
金

額
に
応
じ
、
技
術
的
難
易
度

の
高
い
工
事
等
、
町
内
業
者

で
は
施
工
が
困
難
な
も
の
を

除
き
原
則
と
し
て
、
町
内
業

者
を
選
定
し
て
い
る
。
ま
た

平
成
21
年
度
か
ら
は
小
規
模

工
事
登
録
制
度
を
制
定
し
て

い
る
。
平
成
21
年
度
・
22
年

度
の
町
内
業
者
選
定
実
績
で

は
、
土
木
工
事
に
お
い
て
１

０
０
％
、
建
築
で
は
86
％
、

塗
装
１
０
０
％
、
防
水
１
０

０
％
、
電
気
56
％
、
水
道

60
％
、
合
計
で
は
91
％
と

な
っ
て
い
る
。
今
後
と
も
地

元
業
者
で
の
発
注
を
心
が
け

て
い
き
た
い
。

●
影
治
町
長

①
平
成
21
年
10
月
以
降
に
つ
い

て
は
、
町
内
業
者
を
指
名
し

た
と
き
に
は
最
低
制
限
価
格

は
８
／
10
と
い
う
運
用
を
し
、

い
わ
ゆ
る
過
剰
な
競
争
に

よ
っ
て
品
質
が
劣
化
す
る
と

旧 赤 松 小 学 校

重
し
た
い
。
今
後
も
、
活
用

策
の
検
討
に
町
と
し
て
も
積

極
的
に
参
加
、
協
力
し
て
い

き
た
い
。

②
二
次
避
難
場
所
の
確
保
や
災

害
時
の
物
資
の
確
保
は
重
要

で
あ
り
、
地
域
住
民
と
さ
ら

に
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

か
、
ま
た
請
負

価
格
が
低
下
し

て
、
そ
れ
が
ひ

い
て
は
従
業
員

の
給
料
に
関
係

す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
配
慮
し

て
い
る
。

②
提
言
い
た
だ
い

た
契
約
関
係
等

に
つ
い
て
は
、

こ
れ
か
ら
研
究

を
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い

る
。
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永本議員

1
役
場
庁
舎
の

　
浸
水
対
応
は
万
全
か

質　
問

①
三
連
動
地
震
、
そ
れ
に
伴
う

10
ｍ
を
超
え
る
大
津
波
が
本

町
に
押
し
寄
せ
た
時
、
対
応

す
る
準
備
は
で
き
て
い
る
か
。

職
員
の
生
命
の
安
全
に
つ
い

て
は
ど
う
対
処
す
る
の
か
。

②
津
波
対
策
と
し
て
、
役
場
庁

舎
を
、
将
来
、
避
難
す
る
必

要
の
な
い
高
台
へ
移
転
す
る

考
え
は
あ
る
か
。

●
影
治
町
長

①
消
防
防
災
課
、
防
災
対
策
本

部
な
ど
危
機
管
理
部
門
を
２

階
以
上
に
移
し
た
い
。
職
員

の
生
命
の
安
全
に
つ
い
て
は

３
階
・
屋
上
へ
上
が
れ
る
避

難
経
路
が
必
要
と
思
う
の
で
、

検
討
し
た
い
。

②
現
段
階
で
は
財
政
面
、
住
民

の
利
便
性
と
か
い
ろ
い
ろ
あ

る
の
で
高
台
へ
の
移
転
は
考

え
て
い
な
い
。
し
か
し
将
来

的
に
は
三
陸
の
現
状
も
踏
ま

え
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検

討
し
た
い
。

2
日
和
佐
幼
稚
園
、

　
保
育
園
の
移
転

質　
問

　

日
和
佐
保
育
園
・
幼
稚
園
を
、

す
で
に
整
備
さ
れ
て
い
る
山
河

内
の
玉
厨
子
農
村
公
園
に
移
転

す
る
の
が
安
全
面
・
建
設
コ
ス

ト
の
面
か
ら
有
望
と
思
う
が
ど

う
か
。

北山議員

1
地
域
防
災
計
画
を
見
直

し
、
訓
練
の
徹
底
を

質　
問

　

３
月
11
日
・
大
津
波
警
報
が

出
た
日
の
町
の
防
災
活
動
及
び

町
民
の
避
難
行
動
に
つ
い
て
、

ど
う
評
価
し
て
い
る
の
か
問
題

点
・
反
省
点
を
揚
げ
、
三
連
動

地
震
対
策
と
し
て
従
来
の
計

画
・
訓
練
の
見
直
し
を
如
何
に

進
め
て
い
る
の
か
。

●
武
田
消
防
防
災
課
長

　

各
課
で
問
題
点
を
ま
と
め
て

30
項
目
ほ
ど
に
な
っ
た
の
で
、

一
部
を
紹
介
す
る
。

（
役
場
）

・
対
策
本
部
は
最
低
で
も
２
階

に
す
べ
き
。

・
通
信
手
段
の
検
討
必
要
。

・
本
庁
支
所
の
連
絡
体
制
。

・
非
常
持
ち
出
し
の
確
認
。

（
町
民
）

・
大
津
波
警
報
発
令
時
避
難
し

た
住
民
が
少
な
か
っ
た
。

・
車
で
避
難
、
交
通
渋
滞
発
生
。

・
避
難
勧
告
・
指
示
発
令
中
に

か
か
わ
ら
ず
、
帰
宅
。

等
の
課
題
が
出
て
き
た
。
今
後

危
機
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
検

討
し
、
計
画
・
訓
練
の
見
直
し

を
行
う
。

再
質
問

①
発
令
到
達
か
ら
防
災
放
送
間

で
の
時
間
が
７
分
か
ら
16
分

と
遅
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

②
門
扉
の
開
閉
責
任
者
は
県
な

の
か
。
県
か
ら
の
連
絡
で
町

職
員
が
開
閉
し
た
の
か
。

③
大
津
波
警
報
発
令
・
避
難
指

示
が
出
て
も
多
く
の
住
民
が

こ
れ
に
対
応
せ
ず
、
自
己
判

断
で
行
動
し
た
事
は
重
大
な

問
題
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

④
夜
中
に
３
回
翌
朝
１
回
対
策

会
議
を
開
い
て
い
る
が
、
こ

ん
な
時
間
に
対
策
会
議
を
開

く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
ど
う

か
。

⑤
毎
年
続
け
て
き
た
防
災
訓
練

に
欠
陥
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。

⑥
町
立
の
各
施
設
か
ら
当
日
の

結
果
報
告
が
出
て
い
な
い
の

は
問
題
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

⑦
消
防
団
本
部
の
役
割
・
責
任

役 場 庁 舎

●
影
治
町
長

　

日
和
佐
幼

稚
園
・
保
育

園
は
早
い
時

期
に
移
転
し

た
い
。
ご
提

言
の
玉
厨
子

公
園
移
転
に

つ
い
て
は
真

摯
に
検
討
す

る
が
、
１
点

に
し
ぼ
る
こ

と
な
く
幅
広

く
検
討
す
る
。

2
介
護
福
祉
施
設
の
移
転

質　
問

　

介
護
福
祉
施
設
が
津
波
浸
水

の
恐
怖
に
お
び
え
て
い
る
。
何

ら
か
の
支
援
を
す
る
用
意
は
あ

る
か
。

●
原
保
健
福
祉
課
長

　

介
護
施
設
の
移
転
に
対
し
て
、

国
・
県
・
町
と
も
現
在
は
支
援

で
き
る
補
助
制
度
は
な
い
が
、

災
害
弱
者
支
援
の
た
め
、
今
後

県
と
連
携
を
し
て
支
援
体
制
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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が
明
確
で
な
い
の
で
は
な
い

か
。

⑧
対
策
本
部
設
置
体
制
で
、
班

ご
と
に
仕
事
が
割
り
当
て
ら

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
班
内

で
各
個
に
仕
事
を
決
め
て
お

く
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

●
武
田
消
防
防
災
課
長

①
防
災
放
送
は
、
県
か
ら
の

フ
ァ
ッ
ク
ス
が
届
い
て
か
ら

放
送
し
て
い
る
の
で
、
テ
レ

ビ
よ
り
は
遅
く
な
る
。
７
月

か
ら
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
【
全
国
瞬

時
警
報
シ
ス
テ
ム
）
を
運
用

す
る
。

②
三
連
動
地
震
の
場
合
は
門
扉

の
開
閉
作
業
は
不
可
能
と
思

う
。

③
避
難
指
示
が
徹
底
し
な
か
っ

た
事
は
、
町
も
町
民
も
危
機

意
識
が
日
頃
か
ら
低
か
っ
た

の
が
原
因
と
思
う
。

④
夜
中
の
対
策
会
議
は
、
情
報

の
収
集
、
伝
達
等
の
作
業
を

し
た
。

⑤
今
ま
で
の
避
難
訓
練
を
一
度

考
え
直
し
た
い
。

⑥
各
施
設
か
ら
文
書
で
の
結
果

報
告
は
出
て
な
い
が
、「
被

害
な
し
」
の
口
頭
報
告
は
受

け
て
い
る
。

⑦
消
防
団
本
部
の
位
置
付
け
は
、

不
明
確
な
の
で
見
直
し
す
る
。

⑧
班
内
の
仕
事
の
割
り
振
り
は

出
来
て
い
な
い
の
で
、
実
際

に
即
し
た
動
き
を
決
め
た
い
。

2
町
立
病
院
の
再
生
は

質　
問

　

町
立
病
院
の
あ
り
方
に
つ
い

て
は
合
併
以
来
、
何
回
と
な
く

検
討
機
関
を
設
置
し
て
検
討
作

業
を
実
施
し
た
り
、
国
か
ら
の

指
示
に
よ
る
改
革
プ
ラ
ン
が
作

ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
空
振
り

の
状
態
で
、
現
在
「
病
院
事
業

あ
り
方
検
討
委
員
会
」
が
設
置

さ
れ
作
業
中
だ
。
そ
ん
な
中
、

県
で
は
「
地
域
医
療
再
生
計
画

（
案
）」
を
作
成
し
町
に
「
由
岐
・

日
和
佐
両
病
院
の
統
合
再
編
」

を
提
案
説
明
し
、
町
・
あ
り
方

検
討
委
員
会
共
に
そ
の
線
に
乗

る
方
向
で
進
ん
で
い
る
。
そ
こ

で
、

①
町
・
県
・
国
は
既
に
「
由
岐
・

日
和
佐
両
病
院
の
統
合
再

編
」
で
進
行
し
て
い
る
が
町

民
は
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
。

②
「
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
は

今
後
何
を
検
討
し
、
何
を
答

申
す
る
の
か
。

③
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン

作
成
に
お
い
て
、
本
庁
は
何

を
主
張
し
何
を
提
案
す
る
の

か
。

●
影
治
町
長

　

誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
う
が
、

「
統
合
再
編
」
と
は
「
１
つ
の

病
院
に
す
る
」
と
い
う
の
で
は

な
い
。県
と
協
議
し
た
結
果「
２

つ
の
病
院
で
は
な
く
、
病
床
を

１
割
以
上
削
減
す
れ
ば
、
再
生

計
画
に
乗
れ
る
」
と
い
う
話
で

あ
り
、
６
月
１
日
の
あ
り
方
検

討
委
員
会
で
、
県
か
ら
説
明
が

あ
り
私
も
話
し
て
了
承
を
得
て

い
る
。
ま
た
住
民
の
方
に
問
う

て
も
反
対
は
な
い
と
思
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、

①
住
民
は
、
知
っ
て
い
る
方
も

あ
れ
ば
、
知
ら
な
い
方
が
多

数
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

②
検
討
委
員
会
は
、
再
生
計
画

で
決
ま
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ

を
決
め
て
も
ら
う
。

③
定
住
自
立
圏
の
「
医
療
の
連

携
」
に
対
し
て
は
、

医
師
の
派
遣
に
つ

い
て
要
望
し
て
い

く
。

再
質
問

　
「
病
院
は
１
つ
、

病
床
は
72
床
以
下
」

は
決
ま
り
、後
は「
診

療
所
を
ど
う
す
る

か
」
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
と
受
け
取
っ

た
。

住
民
へ
の
周
知
は
い
つ
頃
に
な

る
の
か
。

　
「
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
が

県
の
指
導
・
助
言
の
中
で
動
い

て
い
く
よ
う
に
思
う
、
主
体
性

を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
う
が
ど
う
か
。

●
影
治
町
長

　
「
２
病
院
」
で
な
け
れ
ば
県

の
計
画
に
乗
っ
て
い
け
る
、
県

の
計
画
に
乗
る
の
は
資
金
の
問

題
で
あ
る
。

　

県
の
指
導
・
助
言
と
い
う
の

は
、
美
波
町
の
病
院
の
あ
り
方

を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

住
民
へ
の
周
知
は
決
め
て
い

な
い
が
、
早
い
段
階
で
広
報
し
、

「
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
の
審

議
段
階
も
周
知
し
た
い
。

3
農
業
漁
業
振
興
策
の

　
成
果
は

　

こ
の
質
問
は
、
ス
ペ
ー
ス
の

関
係
上
報
告
会
で
報
告
し
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
質
問
の
中
で

「
事
業
の
効
果
は
す
ぐ
に
見
え

に
く
い
が
、
年
に
１
～
２
回
ぐ

ら
い
検
証
し
た
い
と
は
思
っ
て

い
る
。」
と
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。
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報告及び議案の内容報告及び議案の内容

◆報告第２号　議会の委任による専決処分の報告について
質 問 　１月 19日付けで専決になっているが、専決処分の報告は直近の議会でするべきと思うが。

答 弁 　３月議会で報告するべきところ遅くなった。

◆専決第３号　玉厨子伊儀谷線舗装工事変更請負契約の締結について
質 問 　立派な舗装ができたが、ピクニック公園など有効活用できないか。

答 弁 　秋ごろ県が間伐材の搬出を予定しており、いろいろ有効活用をしてもらうよう取り組む。

（林道玉厨子伊儀谷線）

◆報告第６号　平成 22年度　美波町一般会計繰越明許費繰越計算書について
質 問 　日和佐高校跡地は、先般の大津波

から今のままでの跡地利用は難し

いと思うが見直してはどうか。

答 弁 　この繰越しは建物を解体する費用

がほとんどで、整備については事

業を執行していく上で十分検討す

る。

◆報告第７号　平成 22年度　美波町一般会計事故繰越し繰越計算書について
質 問 　ぽっぽマリンは竣工から十数年か経っていないのに基礎部分が腐食しているのは、何かのミ

スではないか。

答 弁 　設計ミス・施工ミスについては、何人かの方に意見は聞いたが、断定は難しく結論には至っ

ていない。

質 問 　修繕が 14 年間で 2回もあっていいのか、補修・改修の時設計士に検査をさせ悪いところを

把握した上で金額を出してもらいたい。

答 弁 　心情的には全く同感だが、現実に既存工作物・工作物の補修などの際、目に見えない部分ま

でを推測することを設計士に求めていない。

◆専決第８号　美波町コミュニティホールの設置及び管理に関する条例の一部を改正
する条例の制定について
質 問 　コミュニティホールの管理について、料金等町内外の人が利用しやすい方法はないか。

答 弁 　料金設定は、受益者負担の観点から電気代等を負担いただいているので、他の面で利用策を

考えたい。

◆専決第９号　平成 22年度　美波町一般会計補正予算
質 問 　すじ青のりの現状と今後の見通しは。

答 弁 　販売実績は、業務用は町内 3業者・町外 6業者で、約 80 万円。小売りは町内 12 業者・町

外 9業者で、約 50万円。今後は、WDBサイド等への経営移行を念頭に考え、販売経路の拡

大など努力していきたい。

旧 日 和 佐 高 校
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質 問 　財政調整基金費が、4億円。当初から合わせて 8億円の積み立てとなるが、町財政の運営は

適切と言えるのか。

答 弁 　町の財政は裕福ではないが、国からの臨時交付金があり一般財源や起債を用いる分に使えた

ので余裕が出来た。病院事業にも計画的に積もうと思うが財政調整基金は病院建設にも取崩

すことは可能である。

◆議案第 46号　平成 23年度　美波町一般会計補正予算　
質 問 　安心安全なまちづくり基礎調査委託料の内容は。

答 弁 　危機管理部局の消防防災課を 2階以上への移設や幼保施設の建設等、災害関連すべて基本的

な絵を描くための予算であるが、各事業の額についての縛りはない。

質 問 　日和佐道路開通イベント 250 万円の内容は。

答 弁 　会場の設営費及び自動計測等に 62 万円、参加者等の保険代 18 万円、参加賞 120 万円、安

全のため警備員の配置に 35万円等々の経費を予定している。

質 問 　耐震性貯水槽緊急遮断弁点検委託料で、使用できる職員が少ないと聞くが災害時スムーズに

使用できるのか。

答 弁 　年 2回の点検の時、役場職員及び自主防災組織の会員等に使い方の講習をする。

◆発議第３号　美波町議会議員政治倫理条例の制定について
議員発議として、議員から提出されました。

○質　　問（北山議員）　
①この条例の内容で町民の信託に応えられるものになっていると考えているのか。

②第 4条で町民からの審査請求権が保障されなければ、町民からの信託に応えられるものにならな

いと思う。なぜこの条例で町民からの審査請求権を保障する条文にしなかったのか。

③町民が疑惑を持って議会に意見を述べた時には、議会としてはそれを取上げる義務があると思う

がどうか。

④第 4条を「議員及び町民は、第 3条の規定に違反されていると認められる議員があるときは当該

議員に対し審査の請求をすることができる。」と第 8条の第 2項を「議長は前項の審査結果報告

書が提出されたときは、その審査結果を第 4条の請求者である議員・町民及び審査請求の対象者

となった議員に、その概要を添えて通知するとともに公表しなければならない。」と変更すべきと

考えるがどうか。

○答　　弁（川尻議員）
①私はこれで十分出来ていると思う。

②議員は、住民の選挙で付託を受けているから自らでやるべきと思う。

③取り方ですね、私はこの案が最良だということで提出している。

④私は、提出案が最良ということで提出している。

○討　　論
（反対）町民からの審査請求権を保障していないこの条例は、不備だと思うので反対する。また町民

からの審査請求権は、最近制定されている他の市町村の条例ではほとんどが明記されている

ことからして社会常識になっていると思う。

（賛成）討論なし

　賛成　11　：　反対　１　………　可　決
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　６月 17日、①公共交通手段（タクシー利用時の補助制度について）②定住自立圏構想（共生ビジョ
ン策定に対する美波町としての考えと現状について）③地域おこし協力隊（平成 22年度の検証結果と
平成 23年度の現状について）を議題に委員会を開催した。

【委員会の結論】
○遠距離交通手段の試行事業ということで委員会としては承認した。
○委員から先進地視察の提案があり、資料を取り寄せ十分検討し前向きに進めることを確認した。

総務産業建設常任委員会

②定住自立圏構想（共生ビジョン策定に対する美波町としての考えと現状について）
　町より定住自立圏共生ビジョン策定について説明があった。

質　　　問 答　　　弁
・資料では阿南市・那賀町・美波町との担当部
会になっているが、阿南市と美波町の協議も
できるのか。
・８月にパブリックコメントとあるが、どうい
う体制で実施するのか。
・懇談会が２回で具体的な意見が集約できるの
か。

・阿南市が中心で共生ビジョンを作るので両方
の町を含めて今回開催された。

・具体的には決まっていないが、阿南市が決め
ると思っている。
・これは予定なので必要があれば増やしていく。

③地域おこし協力隊（平成 22 年度の検証結果と平成 23 年度の現状について）
　町より地域おこし協力隊事業について、募集の趣旨、平成 22年度の実績について説明があった。

質　　　問 答　　　弁
・募集の趣旨で前は定住が狙いであったが、今
回無くなっているがなぜか。また、昨年希望
していた地域が希望して無いのは。
・美波町で育って大都市に行った方が応募する
ことは可能か。
・他に徳島県で受け入れているところは、また
他町の問題点や課題は把握しているか。

・受け入れ側の負担が大きいということで今回
は遠慮されるとの事だった。

・三大都市圏が基本で、出身が美波町であって
も三大都市圏の方なら応募資格はある。
・勝浦町、三好市、美馬市は募集している。
　応募者は少ないと聞く。勝浦町では「道の
駅」の駅長として募集している。

①公共交通手段（タクシー助成について）
　町より美波町タクシー助成の概要について説明があった。

質　　　問 答　　　弁
・片道千円ということは、1,200円の場合200
円を補助するということか。
・65歳以下の交通弱者の方も居るので、助成
対象要件の見直しは出来ないか。

・町民から不公平感が出てくるのではないか。

・タクシー町内２業者で対応できるのか。

・回数制限が月に往復４回となっているが往復
でないとだめなのか。

・そうです。

・多種多様な方の助成も考えたが、今回の試行
では高齢者の方に限定し本格運行時に色々な
意見を反映したい。
・助成対象要件は、個々に町が必要と認めた場
合とか協議し柔軟に対応できるようにしても
いいかなと思う。
・予約等事前にしてもらうなど台数を増やして
もらうようなことではなく、今の経営の範囲
内で使ってもらう。
・往復でなくてもよい。
・月に助成券を８枚出すようになる。

各常任委員会 所管の審議各常任委員会 所管の審議
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　６月 21日、以下の３つの議題について、委員会を開催した。

①平成 22 年度国民健康保険事業特別会計の状況
　国保税に関する現況や医療費等に関する状況の説明があり、質疑を行った。

不能欠損処分（時効となった国保税の会計処理）について
　滞納者に対し、督促や催告、家庭訪問などを行い、一部納付や納付相談などを行うことにより時
効にならないように努力しているが、それでも徴収できない分については、会計処理を行うことに
している。今後も徴収努力を継続する。

国保税の一般会計からの繰り入れについて
　平成 22年度は５千万円の繰り入れを予算計上していたが、繰り入れなしで決算できる見込みが
ついた。医療費の動向によって税率アップも考えなくてはならないため病気にならない体づくり、
予防に重点を置きながら国保だより等で啓発を行い毎年検証をしながら、今後の繰り入れや税率に
ついて考えていきたい。

特定健診について
　受診票を該当者一人ひとりに届けて啓発を行っている。平成 22年度はまだ決定ではないが、
43.7％の受診率で、平成 23年度の目標は 55％としているため、今後も啓発に努めたい。また、
何らかの疾患で病院にかかっている人で特定健診を受けられない方もいるので、そういう方たちに
も全身的に健診をする特定健診を受けていただき、受診率の向上を目指したい。

ジェネリック薬について
　患者本人への周知もしながら、医療機関の連携も必要になるので、今後一緒に検討を重ねたい。

③日和佐小・日和佐中学校の現状課題

　日和佐小学校の体育館の床下の浸水について２度めの協議を行い、これまでの状況と請負業者と
の協議の内容や対応等について、説明を受けた。
　これまでの対応では根本的な解決にならないため、強い姿勢で業者との協議を行うこと、また業
者の担当者と委員会との協議を行う申し合わせも行った。
　日和佐中学校の相撲場の屋根の倒壊については、５月 30日未明に、台風２号の強風を受けての
倒壊であったこと、学校用地を管理すべき立場の教育委員会としてのこれまでの対応が欠けていた
という反省と、今後の対応については、学校と業者と保護者等と協議を重ねていきたいという答弁
を受けた。
　その他、日和佐小学校の周辺民家への事後調査の件について説明があった。

文教厚生常任委員会

各常任委員会 所管の審議各常任委員会 所管の審議

②各保育園の避難方法等の聞きとりと現場視察
日和佐子どもセンター

　これまでの避難経路を見直し、城山への避難を新たに検討
し、６月 28日に避難訓練を行う。現状課題を考え見直せる
部分から見直しをすること、また南部総合県民局とも連携を
深めていく。子どもたちの命を守るためには、避難の必要の
ない高台への移転が真に望まれるという共通認識も行った。

由岐保育園
　隣の由岐支所屋上までの避難経路の確認をし、一次避難と
して有効であるということ、今後も様々な想定パターンによ
る検討や対応をお願いした。

由岐支所屋上より視察を行う
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　５月13日、防災対策特別委員会を開催した。３月11日の東日本大震災の発生により、未曾
有の災害が起こり美波町でも防災対策の見直しが急務となっている。

◆地域防災計画について
　４月28日美波町自主防災会連合会が結成された。６月初めに連合会の臨時総会を開く予定
にしている。備蓄については当初予算の分は即発注している。地域防災計画については、国・
県から示されたらそれに添って計画の見直しも行いたい。臨時総会の時に各地区から出される
であろう要望や意見も含めて出来ることからやっていきたい。との答弁があった。

防災対策特別委員会報告

中由岐：標高 26.5 ｍ

城山（日和佐）：標高 55.7 ｍ

【
避
難
場
所
の
現
地
視
察
】
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　町長・議長・議員９名で、知事に要望書を提出しました。
　提出内容は、次のとおりです。
１．美波町病院事業の医療体制のあり方について、助言指導をお願いします。
２．美波町立病院の統合再編に際して、最大限の財政支援をお願いします。
３．美波町立病院等への医師派遣について、特段のご配慮をお願いします。

議 会 活 動 報 告

7 月 16 日　午後３時　地域高規格道路、日和佐道路が全線開通しました。

高規格道路開通

病院事業への要望
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● 議会改革・広報特別委員会 ● （お問い合わせ・ご意見は　TEL：77－3630へ）
委員長：寺下　博子　　　副委員長：向山　篤宏　　　委　員：北山　朝彦・舛田　邦人・永本善次郎

印刷／米崎印刷株式会社　TEL（0884）22−2247

　６月議会では、７名の議員が一般質問をした中でほとんどの議員が防災につい

て質しましたが、町は役場内で設置する「危機管理プロジェクト（仮称）」で検

討するという答弁でした。東日本大震災から４ヶ月が経ち「今頃」との感は否め

ませんが、その責任の一端はチェック機関である議会にもあると思います。

　今後は、一日も早く「美波町地域防災計画」を検討・見直し、如何なる災害に

も有効適切に対応できるものに変更するよう、議会としても努力しなければと強

く思いました。

編集後記

稲刈り（西河内）


